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公 開 質 問 状 

衆議院議員 萩生田光一 殿 

2015 年 7 月９日  

「八王子市民パレード実行委員会」 

はじめに 

「八王子市民パレード実行委員会」は、超党派による「戦争する国づくり」に反対する

共同の「八王子市民パレード」を、３月から連続（3／21，5／9，6／14）して行ってきま

した。この市民パレードの参加者は、回を重ねるごとに増え続けています。 

第２回（5／9）「市民パレード」の集会では、“安保関連法案の国会提出を断念し、中止

を求める「安倍首相への請願書」”を、また第３回（6／14）には “法案の即時撤回と廃

案を求める「申し入れ」”を満場一致で採択し、それぞれ５月１１日と６月１５日の２回、

衆議院議員会館の「各党議員」と「萩生田議員」事務所に、陳情を行いました。 

政府の国会答弁でも、「説明不十分」と答える世論が８割を超えている今、私たちは自

民党総裁特別補佐・筆頭副幹事長である萩生田議員にも、私たち市民の疑問にはっきり回

答していただく必要があると考え「公開質問状」を提出することにしました。 

ぜひ誠意を持ってご回答くださるように、よろしくお願いいたします。 

 

【１】第一の質問は、市民を代表して「八王子市民パレード実行委員会」が行った陳情につ

いてです。 

私たちは２回の陳情で、総裁特別補佐の「萩生田議員」から「請願書（5／9）」と「申

し入れ書（6／14）」を直接、安倍首相に手渡して欲しいと申し入れました。 

議員会館の萩生田議員事務所では「何も答えられない」と言うことでしたので、私たち

八王子市民の陳情を萩生田議員がどう処理されたのかを質問いたします。 

(質問１) 安倍首相に「請願書」と「申し入れ書」を直接手渡してもらえたのでしょうか。

手渡されていたら、その時の安倍首相の対応の様子をお答えください。 

(質問２) 手渡されなかったのなら、その理由をお答えください。 

(質問３) 小選挙区八王子から選出された議員には、市民の声を国政に届ける義務と責任

があると考えますが、市民の陳情をどのように受け止めておられるかお答えください。 

 

【２】第二番目は、自民若手議員の勉強会での「報道機関」への圧力発言の問題です。 

6 月 25 日、自民党本部で開催された安倍内閣を支える若手議員の勉強会「文化芸術懇

話会」において、講師として招かれた百田尚樹氏が「沖縄の二つの新聞はつぶさないとい

けない」「沖縄のどこかの島が中国に取られれば目を覚ますはずだ」などの暴言を吐き、
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さらに、この会に参加した大西英男衆院議員は「マスコミを懲らしめるには、広告料収入

がなくなるのが一番」等と、報道に対する抑圧的言動を行い、その後も同様の発言を繰り

返しています。 

この勉強会には「自民党総裁特別補佐」「筆頭副幹事長」として議員自身も出席されて

いたとブログで認めていますので、勉強会で、言論の自由・報道の自由を脅かす暴言が相

次いだことについて議員の考え方を質問いたします。 

(質問１) 議員は上記の百田氏の発言や大西氏らの発言を、どのように評価しますか。 

(質問２) この問題をめぐっては木原稔青年局長が停職処分を自民党内で受けていますが、

議員ご自身の責任についてはどのように考えますか。 

(質問３) この会の主催者である「文化芸術懇話会」において、議員はどのような関係に

あるのですか。具体的に役職をつとめているのですか。 

(質問４) 議員はご自身のブログに「出席した議員の一部の発言は時と場所を考えれば不適切

なものであり、批判は免れません。記者の皆さんの注目も高い会合だったので、こう言う事

態が予測ができた段階であのメンバーの中では経験のある私が何か対応をすべきだったと反

省しております。」と書いています。 

この文章からは「時と場所を変えれば」あのような発言は「全く問題はない」と言っ

ているに等しいと思いますが、議員の認識をお答えください。 

(質問５) その段階で「…何か対応をすべきだったと反省しております」と書いていますが、

どんな対応を考えられていたのか、お答えください。 

(質問６) ブログは続けて、「会の代表である木原青年局長が役職停止という重い処分を受ける

事となりました。青年局とは無関係の会合での処分に違和感を感じざるを得ませんが、（中略）

…わが党の中で自身の影響と責任が増している事に改めて自重してまいる所存」と書かれて

いますが、違和感とは「処分に値しない」と言うことですか？ また「自身の責任」

の中身についても、それぞれお答えください。 

(質問７) 「報道の自由・言論の自由」は、まさに民主主義の根幹であり、「瞳」のように

大切に守らなければないものですが、議員は「報道の自由」「言論の自由」について

どのような考えを持っているのか、お答えください。 

 

【３】第三番目の質問は、「安全保障関連法案」問題です。 

この法案は、国会審議をすればするほど「憲法違反」の戦争法案であることが明らかにな

っています。最新（７月）の世論調査でも「今国会での成立に反対」の回答者が、賛成を 2

倍以上も上回り、６割を超えています。 
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「衆議院憲法審査会」では、与党推薦の憲法学者までが、法案は「憲法違反である」と断

定し、元・内閣法制局長官をはじめ、圧倒的多数の憲法学者（99％）が「憲法違反である」

と断言しています。 

「日本弁護士連合会」も全国 52ある「弁護士会」の会長全員を含む役員 85名が「戦争法

案は違憲」という意見書を「全会一致」で採択し、政府に送付しています。 

今では「憲法違反だ」という世論も、過半数を超え６割近く（56％～57.7％）になってい

ます。もはや、この法案は「憲法違反でない」と言う合理的な理由は見つかりません。 

私たちは「憲法違反の法案」は即時撤回し、廃案にすべきだと考えています。 

そこで、あらためてこの「戦争法案」の問題点について、「自民党総裁特別補佐」「筆頭副

幹事長」でもある「萩生田議員」に、八王子市民の立場から質問いたします。 

(質問１) 安全保障関連法案は、「後方支援」の名のもとに、いつでもどこでも自衛隊を戦

闘地域に送り、武器使用を認めることで殺し殺される危険をもたらすと思いますが、

あなたはどうお考えですか。 

(質問２) 政府のいう「後方支援」とは、国際的には「兵たん」活動であり戦闘行為と一

体不可分です。これは武力の行使に当たるのではありませんか、あなたはどうお考え

ですか。 

(質問３) ＰＫＯ法改定により、形式上停戦合意が行われていても、戦乱状態にある地域

に自衛隊を派兵し、国連の関与しない「治安維持活動」や「駆けつけ警護」を行い、

武器の使用まで認めることとなっています。 

 これは当然、新たな戦争につながりますが、あなたはどうお考えですか。 

(質問４) アメリカは先制攻撃戦略を国家の基本方針としており、歴代日本政府はアメリ

カの無法な戦争に一度も異議を唱えていません。 

 日本政府は、アメリカ自身が誤りを認めたイラク戦争でさえ、これを支持したこと

への反省も総括もしていません。集団的自衛権行使を認めれば、アメリカの無法な侵

略戦争にもノーと言うことが出来ず、アメリカに協力・加担して武力行使する危険が

ありますが、あなたはどうお考えですか。 

(質問５) 日本が過去に行った戦争をどう評価しているかは、法案の審議に携わる者とし

てきわめて重要だと考えます。日本がドイツ・イタリアとともに行った第 2次世界大

戦、太平洋戦争について、日本が他国を植民地支配するための侵略戦争だったこと、

それは間違った戦争だったと認めますか。 

(質問６) 安倍首相は「集団的自衛権は国民を守るものだ」と言っています。 

しかし、この１月、日本中を悲しみに陥れる事件が起こりました。 

それは、安倍首相がエジプト（カイロ）で行った演説（「イスラム国と戦う国に２

億ドルの支援」）を口実に、湯川さんと後藤さんが、卑劣なテロ集団「イスラム国（IS）」
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によって虐殺されたことです。そしてイスラム国（IS）は今後、日本人をテロの標的

にするとまで言い始めました。 

この悲惨な出来事から、自衛隊が「集団的自衛権」の名のもとに海外で武力行使す

ることになれば、それは私たち国民を守るどころか、逆に、海外にいる多くの日本人

をはじめ、私たち一般市民までが「報復テロの標的」となる危険が増大するに違いな

いと多くの国民が危惧しているのです。 

もし萩生田議員が「そんな危険はあり得ない」とおっしゃるなら、その理由を私た

ち市民が納得出来る具体的根拠を示して、分かりやすくお答えください。 

(質問７) 圧倒的多数の憲法学者と日本弁護士連合会が、政府提出の安全保障関連法案は

憲法違反であると指摘していることについて、あなたはどのように受け止めていらっ

しゃいますか。 

(質問８) 「日本国憲法」前文は【日本国民は…、政府の行為によって、ふたたび戦争の惨禍が

起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この

憲法を確定する。】と分かりやすい文章で始まります。 

 ここには、国民主権と、最高法規としての「憲法」は、政府の手足を縛るものだと

いう「立憲主義」が簡潔に述べられていると思います。 

 憲法は政府のものではなく私たち国民のものです。憲法によって手足を縛られる側

の政府が、たった一内閣の「閣議決定」で、いままでの憲法解釈を勝手に 180度変更

することは「立憲主義」を根底から破壊するものであり、絶対許されないと考えます

が、萩生田議員の「立憲主義」についての認識をお答えください。 

(質問９) 憲法第９条には次のように書いてあります。 

【第９条】日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た

る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこ

れを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。 

この「第９条」の、どこを読めば「日本が攻撃されていなくても、自衛隊を海外に

派兵し、武力行使する集団的自衛権が憲法に違反しない」という結論が出てくるので

しょうか。それはどの部分なのか、未来ある子どもたちも含め、市民のだれもが納得

できるように、明快な回答をお願いします。 

(質問１０) いま過半数の世論が戦争法案の成立に反対しています。これが主権者の声であ

り、民主主義の立場に立つなら「安保法案」はただちに撤回し、廃案にすべきだと私

たちは考えます。 

これは民主主義のイロハであり、もしこれを無視することになれば、それは独裁政

治につながると思いますが、萩生田議員の認識をお答えください。 
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(質問１１) この項のまとめとして…、安倍内閣が世論を無視してまで、安保関連法案の、

今国会成立に固執する「真の理由はどこにあるか？」多くの市民が疑問に思っていま

す。そこでお聞きします。 

 安倍首相は、まだ日本の国会に提案されてなかった「安保関連法案」について、ア

メリカ議会の演説（4／29）で「法案の成立を、この夏までに必ず実現します」と約束し、

アメリカ議会の拍手喝さいを浴びました。 

これは国権の最高機関である日本の国会を「アメリカの下請け」にすることですが、

夏までに法案成立を急ぐ真の理由は、アメリカとの約束にあるのではありませんか。

そうだとすれば、全ての疑問のつじつまが合ってきます。 

 もし違うのでしたら、私たち市民が納得できる真の理由をお答えください。 

 

※ 最後に「説明が不十分」とする国民世論は 8 割を超えています。私たち八王子市民

も同じです。議員には市民の疑問に誠意を持って応える責任があると考えます。私

たち「八王子市民パレード実行委員会」をはじめ、市民との直接対話の場を、「早急

に作るべき」だと考えますが、萩生田議員にその意思はありますでしょうか。 

※ 質問は以上ですが、私たちの「公開質問状」に、誠意をもってご回答くださるよう

によろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 「公開質問状」に対する「回答書」の期限について 

この「公開質問状」への「回答書」の期限は、遅くとも１週間後の「７月１６日」

と致します。 

 

II. この「公開質問状」と、萩生田議員からの「回答書」は、八王子市民にも広く知っ

ていただくために、報道機関にも公開する予定です。 

 


